
ごみの排出量が増えています！ごみの排出量が増えています！

これからもっとごみを減らすためにこれからもっとごみを減らすために

もう一度確認 容器包装プラスチックの分別もう一度確認 容器包装プラスチックの分別
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氏　名 選出区分 選出区分氏　名
池田　秀子

小沢　吉行

小山　勝壽

天沼　武夫

久保田晴利

瀧澤千代子

蕪山　高好

今野　雅隆

清水　浩昭

照井　浩司

町民公募

学識経験者

事業者

事業者
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乖離

　平成20年4月から始まる後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上75歳未満の障害認定を受け
ている方を被保険者とする医療制度です。従来は老人保健制度として、区市町村単位で運営してきましたが、今
後は都道府県単位で運営を行うため、保険料率や給付などは、原則として都内で均一のものとなります。

　広域連合では、後期高齢者医療制度の準備状況や制度の概要について、ホームページ「東京い
きいきネット」で情報提供を行っています。ご利用ください。
　＊ホームページのアドレス: http://www.tokyo-ikiiki.net
　＊「東京いきいき」を検索してください

後期高齢者医療制度とは…

　これまでの保険料率は、ご加入の保険ごとに異なっていました（例えば国保の場合、区市町村ごとに保険料率が異
なります）が、後期高齢者医療制度の保険料率は都内で均一となります。保険料は、被保険者全員が均等に負担する
「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。これに対し、制度上は次のような軽減措置があ
ります。
＜保険料の特例＞
　制度上、地域単位で保険料が軽減される措置があります。
　都内平均の老人医療給付費に対し、区市町村ごとに計算した平均の老人医療給付費が著しく低く（20％以上）離れ
ている場合は、一定の期間（6年間以内で条例で定める期間）、その特定地域の保険料率を軽減します。軽減について
は、2年ごとに均一保険料率との差が小さくなるように設定し、軽減期間の終了年度以降は、均一保険料率となりま
す。
＜保険料の軽減措置＞
　制度上、個人単位で保険料額が減額される措置があります。
①世帯の総所得金額等が低い場合、その額に応じて、保険料の均等割額が7割、5割、2割のいずれかの率で減額され
ます。
②被用者保険（社保）にご加入の方のうち被扶養者の方が後期高齢者医療制度に移行した場合は、移行後2年間は、
保険料の均等割額が5割減額され、所得割は課されません。
　軽減措置の具体的な内容等については、11月に予定の広域連合議会の議決を経て決定する、保険料率等を定める
条例等に基づき、決まります。

■ 均一の保険料率に対する軽減措置、減額

　現在、75歳以上の方や65歳以上75歳未満の障害認定を受けている方、また今後、75歳の誕生日を迎える方は、後
期高齢者医療制度の被保険者となります。それにより、ご家族の中で保険が異なる場合があります。
　たとえば、ご夫婦2人のうち1人が75歳以上の方で、もう1人が75歳未満の場合は、それぞれが違う保険をご利用い
ただくことになります。その場合、扶養者が被用者保険（社保）から移行するときは、被扶養者の方が国民健康保険
に変わる場合があります。逆に、扶養者が75歳未満の場合で、社保にご加入の場合は、被扶養者の方だけが後期高
齢者医療制度に移ります。
　後期高齢者医療制度へのご加入に当たり、現在の保険から脱退することになりますので、後期高齢者医療制度
の保険料のみをお支払いいただくことになります。

■ ご家族の方が75歳以上の場合
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